
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
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備
に
関
す
る
法
律
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○

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

（
土
地
等
の
貸
付
け
）

第
七
十
九
条
の
五

公
立
大
学
法
人
は
、
第
二
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
（
こ
れ

（
新
設
）

に
附
帯
す
る
業
務
を
含
む
。
）
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
そ
の
対
価
を
当

該
公
立
大
学
法
人
の
教
育
研
究
水
準
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
に
必
要
な
費
用
に

充
て
る
た
め
、
設
立
団
体
の
長
の
認
可
を
受
け
て
、
当
該
公
立
大
学
法
人
の
所
有
に

属
す
る
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
土
地
の
定
着
物
及
び
そ
の
建
物
に
附
属
す
る
工
作
物

で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
の
た
め
に
、
現
に
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
当
面
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
設
立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
の
特
例
）

（
設
立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
場
合
の
特
例
）

第
百
二
十
三
条

設
立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る
第
十
四
条

第
百
二
十
三
条

設
立
団
体
が
二
以
上
で
あ
る
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る
第
十
四
条

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
第

七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十

七
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十

三
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及

三
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
一
号
、
第
二
十
六
条
第
一
項
及

び
第
三
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

び
第
三
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
六
項
、
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
四
条

第
一
項
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十

第
一
項
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十

一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二

一
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
、
第
二

項
、
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
三
項
、

項
、
第
三
項
た
だ
し
書
及
び
第
四
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
三
項
、

第
五
十
五
条
、
第
七
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
七
十

第
五
十
五
条
、
第
七
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
項
、
第
七
十
二
条
第
一
項
、
第
七
十
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七
条
の
三
、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び

七
条
の
三
、
第
七
十
九
条
の
二
第
一
項
、
第
七
十
九
条
の
三
第
一
項
、
第
二
項
及
び

第
五
項
、
第
七
十
九
条
の
四
、
第
七
十
九
条
の
五
、
第
八
十
七
条
の
八
第
一
項
、
第

第
五
項
、
第
七
十
九
条
の
四
、
第
八
十
七
条
の
八
第
一
項
、
第
八
十
七
条
の
九
第
一

八
十
七
条
の
九
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
八
十
七
条
の
十
第
一
項
及
び
第
六
項
、
第

項
及
び
第
四
項
、
第
八
十
七
条
の
十
第
一
項
及
び
第
六
項
、
第
八
十
七
条
の
十
四
第

八
十
七
条
の
十
四
第
三
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

三
項
（
同
条
第
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
七
条
の
二
十

第
八
十
七
条
の
二
十
第
三
項
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
百
二
十
二
条
第
一

第
三
項
、
第
百
二
十
一
条
第
一
項
並
び
に
第
百
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限

項
に
規
定
す
る
権
限
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
立
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め

の
行
使
に
つ
い
て
は
、
当
該
設
立
団
体
の
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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